
令和５年度 通学路合同点検 

 

◆対象学区 清瀬第八小学校 

 

◆実施日時 令和５年１０月６日（金）午後１時～２時 

 

◆参加者 

清瀬第八小学校、八小保護者の会、東村山警察署交通課交通規制係、東村山警察署生活安

全課防犯係、清瀬市道路交通課、清瀬市防災防犯課、清瀬市教育企画課 

 

点検箇所１ 中清戸四丁目（八小北側道路） 

（１）点検理由 

学校前の道路であるが、かなりのスピードで通行する車両あり。 

(２) 合同点検による確認状況 

西側交差点も一時停止なっておらず、東に向けて若干の下り勾配もあり。スピードを付

けたまま車両が通行する。自転車の通行量も多く、朝は急いでいる車が多いため危険。 

(３) 対策案 

既に外側線ペイントや横断歩道大型看板は設置済みだが、追加で西側交差点の一時停

止規制及び路面標示等スピード抑制対策検討。 

 

(４) 実施状況 

追加の横断歩道注意喚起看板設置済み。一時停止規制については当該路線が主道路で

あるため不可。 

 



点検箇所２ 志木街道と新小金井街道の合流地点付近 

（１）点検理由 

長命寺西側畑道から志木街道に出る際に見通しが悪い。 

志木街道の横断用信号を無視する車両あり。 

(２) 合同点検による確認状況 

長命寺西側の細道から志木街道歩道に出る際の見通しが悪く、ミラーも角度がずれて

いる。 

信号無視については確認できず。見通しも良く信号機の視認も支障なし。 

(３) 対策案 

歩行者用ミラーの角度調整。 

  
（４）実施状況 

  ミラーの角度調整実施予定。 

信号無視の状況が確認され次第取締り実施。 

 

点検箇所３ 御殿山付近のけやき通り 

（１）点検理由 

草木が歩道にはみ出していて歩きにくい。 

(２) 合同点検による確認状況 

夏場は歩道に草が入り込んでくる。 

夜になると、車道は明るいが歩道が暗い。 

(３) 対策案 

街路樹帯の草の刈込。 

歩道部の街路灯必要性確認。 



   

（４）実施状況 

   

  刈込実施済み。 

歩道部の街路灯必要性確認・検討中。 

 

点検箇所４ 八小西側交差点部都有地 

（１）点検理由 

背丈以上の草が生えていて防犯上も良くない。 

(２) 合同点検による確認状況 

背丈以上の草が生えていて防犯上も良くない。 

(３) 対策案 

東京都へ草刈り依頼。 

  



（４）実施状況 

 

都により草刈り実施済み。状況（草の背丈）に応じ都に依頼。 

 

点検箇所５ 御殿山南側畑道 

（１）点検理由 

道路に土が入り歩きにくい。 

 

(２) 合同点検による確認状況 

道路に土が入り歩きにくい。 

(３) 対策案 

定期的な土除去。 

  
（４）実施状況 

  検討中。 

 

点検箇所６ 八小西側道路 

（１）点検理由 

通学路ではないが、学童児童が学校閉校後に使用、歩道がなく危険。 

(２) 合同点検による確認状況 

歩道がなく危険。 

(３) 対策案 



学校敷地通行検討。 

歩道設置検討。 

 

（４）実施状況 

  学校敷地通行：時間外は困難。 

歩道設置：困難。 

学童職員にて付添対応中。 

 

点検箇所７ 下清戸二丁目ファミリーマート前 

（１）点検理由 

大林組前信号から八小前信号まで横断する箇所がない。 

(２) 合同点検による確認状況 

大林組前信号から八小前信号まで信号や横断歩道がない。 

(３) 対策案 

信号・横断歩道の設置が可能か検討。 

 

（４）実施状況 

  設置不可（隣接信号との距離による）。 
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◆対象学区 清瀬第十小学校 

 

◆実施日時 令和５年１０月６日（金）午後２時３０分～４時 

 

◆参加者 

清瀬第十小学校、十小（保護者）の会、東村山警察署交通課交通規制係、東村山警察署生

活安全課防犯係、清瀬市道路交通課、清瀬市防災防犯課、清瀬市教育企画課 

 

点検箇所１ 中清戸一丁目（十小正門前の道） 

（１）点検理由 

全児童が通る道だが、登下校の時間帯に自動車・自転車の交通量が多く危険である。  

(２) 合同点検による確認状況 

横断歩道が薄い。 

  通過する車両がそこまでスピードを出しているわけでもないが、児童が横に広がって

歩くなど危険。 

(３) 対策案 

路面標示補修。 

登下校時の道路の歩き方指導。 

 

（４）実施状況 

  路面標示：検討中（次年度以降での予算化を検討）。 

  歩き方指導：継続して実施。 

 

点検箇所２ 中清戸一丁目（十小正門前から新小金井街道へ出るところ） 

（１）点検理由 

多くの児童が通る場所であり、新小金井街道の歩道に出るところの見通しが悪くミラ

ーもないため、スピードを出して通過する自転車との接触事故の危険がある。 

(２) 合同点検による確認状況 

歩道をスピード出して走行する自転車があり接触の危険がある。 

(３) 対策案 

自転車の速度抑制効果策検討。 



 

（４）実施状況 

  検討中（看板設置等）。 

 

点検箇所３ 中清戸三丁目（バッティングセンター前の歩道） 

（１）点検理由 

一部の児童が通る道だが、歩道の幅が狭く、雑草が生えており整備されていないため

歩きづらく危険である。１学期中、登校途中の児童が転倒し、けがをした。 

(２) 合同点検による確認状況 

歩道陥没、コーピン抜け等有。 

(３) 対策案 

舗装等修復。 

 
（４）実施状況 

  検討中（部分的補修整備を検討）。 

   

点検箇所４ 中清戸三丁目（ひまわり通り コロポックル前の横断歩道） 

（１）点検理由 

一部の児童が通る道だが、登下校時、横断歩道を児童が横断しようとしても停止しな

い車が多く危険である。 

(２) 合同点検による確認状況 

横断歩道の表示、舗装、空中標識も対策済、それでもかなりのスピードで車両が通過

する。 

 (３) 対策案 



登下校時の見守り誘導。 

注意喚起表示追加（ガードパイプに設置等）検討。 

 
（４）実施状況 

  検討中（注意喚起幕等設置を検討）。 

 

点検箇所５ 上清戸一丁目（新小金井街道と志木街道の間の通り） 

（１）点検理由 

一部の児童が通る道だが、歩道がなく、路側帯も狭いため、自動車との接触事故の危険

がある。 

(２) 合同点検による確認状況 

抜け道として通行量が多い。既にカラー外側線も設置済み。 

(３) 対策案 

通学路経路の確認、なるべく東側住宅地内の径路への誘導検討。 

 

（４）実施状況 

  実施済（東側住宅地径路通行の確認・誘導）。 

 

点検箇所６ 上清戸一丁目（新小金井街道の脇道へ入る横断歩道） 

（１）点検理由 

一部の児童が通る道だが、新小金井街道から脇道へ入る自動車が多く、信号もないた

め、自動車との接触事故の危険がある。 

(２) 合同点検による確認状況 

新小金井街道から左折して脇道に入る自動車の交通量が非常に多い。 

 (３) 対策案 



信号設置は得策ではないため、その他の左折車スピード抑制案検討。 

 

（４）実施状況 

  検討中。 

 

点検箇所７ 上清戸一丁目（新小金井街道 清瀬駅北口へ入る交差点） 

（１）点検理由 

歩道交差点部の見通しが悪く、自転車と歩行者の接触の危険性あり。 

(２) 合同点検による確認状況 

歩道交差点部の見通しが悪く、自転車と歩行者の接触の危険性あり。 

 (３) 対策案 

自転車への注意喚起策検討、歩道拡幅。 

 

（４）実施状況 

  検討中。 

 

点検箇所８ 正門西側Ｔ字路交差点 

（１）点検理由 

押しボタン信号だが、退避場所がなく、さらに、車両側からの死角で待機しなくては

ならないため危険。 

(２) 合同点検による確認状況 

信号待ちの退避場所がない。さらに、待っている横断者が電柱により車両側からの死

角となるため危険。 

(３) 対策案 

通学路の変更検討（新道迂回）。 



 
 （４）実施状況 

  当該箇所の横断を避けるルートへ誘導済。 
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対策不要



◆対象学区 清明小学校 

 

◆実施日時 令和５年９月２８日（木）午後３時～４時３０分 

 

◆参加者 

清明小学校、清明小保護者の会、東村山警察署交通課交通規制係、東村山警察署生活安全

課防犯係、清瀬市道路交通課、清瀬市防災防犯課、清瀬市教育企画課 

 

点検箇所１ 下宿一丁目（柳瀬川通りと三中へ向かう道との交差点） 

（１）点検理由 

信号がない。北側から柳瀬川通りを横断しようとする歩行者を、交番側から来る自動

車からだと近くなるまで見えない。   

(２) 合同点検による確認状況 

カーブのため横断歩道があることや横断待ちの者に気づきにくい。植栽により、横断

歩道看板が見えない。 

(３) 対策案 

通学路設定・誘導の見直し。 

横断歩道標識（看板）の有効化。 

信号設置については用地確保必須のため、道路管理者と警察で要協議。 

北側電柱共架ミラーの口径拡大。 

  

（４）実施状況 

  通学路確認済（横断の通学路指定はしていない）、継続して注意換気を行う。 

横断歩道標識：検討中。 

信号設置：歩行者滞留場所の確保ができないため対応不可。 

道路反射鏡：口径拡大検討中。 

 

点検箇所２ 旭が丘四丁目付近道路 

（１）点検理由 

歩道が片側にしかなく、横断歩道がないので歩道のある方に渡ることができない。 

雨の日には、路線西側の歩道帯が傘もさせないほど狭く、自動車の往来もあるので危

険な状況である。 

(２) 合同点検による確認状況 

五差路交差点柳瀬川通り西側床屋から交差点間の有効歩道幅が狭く危険。 



西側住宅から東側に渡るための歩道がない、東側の歩道有効幅も狭い。 

ガードレールがない。 

(３) 対策案 

対象住戸が４棟のみのため横断歩道設置は困難。大人の誘導等ソフト面での対策検討。 

 

（４）実施状況 

対象児童へ注意喚起済。 

ガードレール設置不可。 

 

点検箇所３ 下宿二丁目（セブンイレブンから入るスクールゾーン） 

（１）点検理由 

スクールゾーンで進入禁止の時間帯に、これを守らず自動車が入ってくるので危険な

状況である。 

(２) 合同点検による確認状況 

看板標識のみで路面標示がない。 

バリケード設置も住宅多く困難。 

(３) 対策案 

区間入口出口部分の路面標示設置。 

不定期の取締り。 

 

（４）実施状況 

路面標示検討中。 

不定期の取締り実施。 

 

 



点検箇所４ 清明小西側坂 

（１）点検理由 

外側線の薄れ、歩道が途中で切れている。 

(２) 合同点検による確認状況 

歩道が切れている部分は道路用地か不明。 

(３) 対策案 

外側線修復。 

 

（４）実施状況 

検討中。歩道が切れている部分は道路用地外。 

 

点検箇所５ 第三保育園東 

（１）点検理由 

スクールゾーン路面標示がほぼ消えている。 

街路灯が少なく暗い。 

(２) 合同点検による確認状況 

スクールゾーン路面標示がほぼ消えている。 

街路灯が少なく暗い。 

(３) 対策案 

スクールゾーン路面標示復旧。 

街路灯状況確認。 

 

（４）実施状況 

検討中（次年度以降での予算化を検討）。 

 



点検箇所５ 清明小南側道路 

（１）点検理由 

横断歩道前後の停止線・路面標示が消えている。 

 (２) 合同点検による確認状況 

横断歩道前後の停止線・路面標示が消えている。 

(３) 対策案 

路面標示復旧。 

カラー舗装整備検討。 

 

（４）実施状況 

 

実施済み。 
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